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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
理
学
療
法
士
・
作
業
療
法
士
の
臨
床
実
習
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
一
）
に
つ
い
て

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
号
及
び
第
二
号
の
学
校
及
び
理

学
療
法
士
養
成
施
設
並
び
に
同
法
第
十
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
の
学
校
及
び
作
業
療
法
士
養
成
施
設
（
以
下
「
理
学
療
法

士
等
学
校
養
成
施
設
」
と
総
称
す
る
。
）
の
学
生
（
以
下
「
理
学
療
法
士
等
学
生
」
と
い
う
。
）
が
臨
床
実
習
に
お
い
て
理

学
療
法
又
は
作
業
療
法
（
以
下
「
理
学
療
法
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
目
的
に
関
し
て
は
、
「
理
学
療
法
士
作
業
療
法
士
養

成
施
設
指
導
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
付
け
医
政
発
〇
三
三
一
第
二
十
八
号
厚
生
労
働
省
医
政
局

長
通
知
。
以
下
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
社
会
的
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
に
対
応
し
た
臨
床
的
な
観
察
力
及

び
分
析
力
を
養
う
と
と
も
に
、
治
療
計
画
の
立
案
能
力
及
び
実
践
能
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
と
示
し
て
い
る
。

一
の
二
）
に
つ
い
て

理
学
療
法
士
等
学
生
が
臨
床
実
習
に
お
い
て
行
う
こ
と
の
で
き
る
理
学
療
法
等
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
八
年
三
月

十
八
日
内
閣
衆
質
一
九
〇
第
一
八
〇
号
。
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
一
の
一
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、

医
師
の
指
示
及
び
相
当
の
経
験
を
有
す
る
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
に
よ
る
指
導
並
び
に
患
者
の
同
意
の
下
、
そ
の
目

一



的
、
手
段
及
び
方
法
が
社
会
通
念
か
ら
見
て
相
当
で
あ
り
、
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
（
以
下
「
理
学
療
法
士
等
」
と

い
う
。
）
が
行
う
理
学
療
法
等
と
同
程
度
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
る
範
囲
内
で
行
わ
れ
る
行
為
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
例

え
ば
、
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
し
た
上
で
、
座
る
、
立
つ
と
い
っ
た
基
本
的
動
作
能
力
の
回
復
を
図
る
た
め
の
運
動
を
患
者

に
対
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。

一
の
三
）
に
つ
い
て

理
学
療
法
士
等
学
生
が
行
う
臨
床
実
習
の
指
導
の
体
制
に
関
し
て
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
、
「
実
習
指
導
者
は
、

理
学
療
法
士
養
成
施
設
に
お
い
て
は
、
理
学
療
法
に
関
し
相
当
の
経
験
を
有
す
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
養
成
施
設
に

お
い
て
は
、
作
業
療
法
に
関
し
相
当
の
経
験
を
有
す
る
作
業
療
法
士
と
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
は
免
許
を

受
け
た
後
三
年
以
上
業
務
に
従
事
し
た
者
で
あ
る
こ
と
」
、
「
実
習
施
設
に
お
け
る
実
習
人
員
と
当
該
施
設
の
実
習
指
導
者

数
の
対
比
は
二
対
一
程
度
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
」
等
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
指
導
体
制
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
今
後
、
理
学
療
法
士
等
学
校
養
成
施
設
の
養
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
全
体
の
見
直
し
を
行
う
中
で
検
討
し
て
ま
い
り
た

い
。

一
の
四
）
に
つ
い
て

二



理
学
療
法
士
等
学
校
養
成
施
設
に
お
い
て
は
、
理
学
療
法
士
等
学
生
が
、
臨
床
実
習
を
行
う
に
先
立
ち
、
理
学
療
法
士
作

業
療
法
士
学
校
養
成
施
設
指
定
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
文
部
省
・
厚
生
省
令
第
三
号
。
以
下
「
指
定
規
則
」
と
い
う
。
）
に

定
め
る
教
育
内
容
に
つ
い
て
受
講
し
た
講
義
、
演
習
等
の
成
績
が
一
定
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
等
を
も
っ
て
、
臨
床

実
習
を
行
う
に
足
る
知
識
及
び
技
術
を
習
得
し
て
い
る
と
評
価
し
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

一
の
五
）
に
つ
い
て

理
学
療
法
士
等
学
生
が
臨
床
実
習
を
行
う
際
の
患
者
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
理
学
療
法
士
等
学
校
養
成
施
設
の
教
員
及
び

実
習
施
設
の
実
習
指
導
者
が
患
者
や
そ
の
家
族
に
対
し
て
実
習
の
必
要
性
や
実
習
内
容
等
に
つ
い
て
十
分
説
明
を
行
う
こ
と
、

理
学
療
法
士
等
学
校
養
成
施
設
及
び
実
習
施
設
の
連
名
で
患
者
と
同
意
に
つ
い
て
文
書
で
取
り
交
わ
す
こ
と
、
口
頭
で
同
意

を
得
た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
旨
を
記
録
と
し
て
残
す
こ
と
等
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
。

一
の
六
）
に
つ
い
て

理
学
療
法
士
等
学
生
の
臨
床
実
習
は
、
臨
床
的
な
観
察
力
及
び
分
析
力
並
び
に
治
療
計
画
の
立
案
能
力
及
び
実
践
能
力
を

身
に
付
け
る
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
患
者
の
同
意
の
下
、
理
学
療
法
士
等
が
行
う
理
学
療
法
等
と
同
程
度
の
安
全
性

が
確
保
さ
れ
た
上
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
現
状
の

三



臨
床
実
習
は
直
ち
に
中
止
し
、
資
格
取
得
後
の
研
修
へ
切
り
替
え
る
べ
き
」
と
は
考
え
て
い
な
い
。

な
お
、
現
在
の
臨
床
実
習
の
在
り
方
を
改
善
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
理
学
療
法
士
等
学
校
養
成
施
設
の
養

成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
全
体
の
見
直
し
を
行
う
中
で
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

一
の
七
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
理
学
療
法
士
等
の
資
格
の
な
い
学
生
の
行
為
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
前

回
答
弁
書
一
の
一
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
範
囲
内
で
理
学
療
法
士
等
学
生
の
臨
床
実
習
を
実
施
し
て
い
る
保
険
医
療
機

関
に
お
い
て
、
理
学
療
法
士
等
学
生
の
指
導
等
を
行
う
保
険
医
及
び
理
学
療
法
士
等
が
適
切
に
指
導
等
を
行
い
、
診
療
を
行

っ
て
い
る
場
合
に
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
七
十
六
条
第
四
項
等
の
規
定
に
基
づ
く
保
険
者
等
の

審
査
を
経
て
、
保
険
者
等
か
ら
診
療
報
酬
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

一
の
八
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
実
態
」
の
詳
細
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
理
学
療
法
士
等
学
生
の
臨
床
実
習
は
、
前
回
答
弁
書
一
の
一
）
に

つ
い
て
で
お
答
え
し
た
要
件
の
下
、
各
理
学
療
法
士
等
学
校
養
成
施
設
に
お
い
て
、
患
者
の
状
態
や
実
習
施
設
の
状
況
等
を

踏
ま
え
て
適
切
に
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

四



二
の
一
）
に
つ
い
て

理
学
療
法
士
等
学
生
の
臨
床
実
習
に
つ
い
て
、
「
臨
床
実
習
検
討
委
員
会
最
終
報
告
」
（
平
成
三
年
五
月
十
三
日
厚
生
省

公
表
）
や
「
看
護
基
礎
教
育
に
お
け
る
技
術
教
育
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
報
告
書
」
（
平
成
十
五
年
三
月
十
七
日
厚
生

労
働
省
公
表
）
に
相
当
す
る
指
針
を
作
成
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
理
学
療
法
士
等
学
校
養
成
施
設
の
養
成
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
全
体
の
見
直
し
を
行
う
中
で
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

二
の
二
）
に
つ
い
て

理
学
療
法
士
等
学
生
の
臨
床
実
習
の
実
習
指
導
者
の
数
に
関
し
て
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
、
「
実
習
施
設
に
お
け

る
実
習
人
員
と
当
該
施
設
の
実
習
指
導
者
数
の
対
比
は
二
対
一
程
度
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
」
と
示
し
て
お
り
、
こ

の
基
準
を
参
考
に
、
各
実
習
施
設
に
お
い
て
、
受
け
入
れ
る
理
学
療
法
士
等
学
生
の
数
に
応
じ
て
適
切
な
数
の
実
習
指
導
者

が
確
保
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
の
三
）
に
つ
い
て

理
学
療
法
士
等
学
校
養
成
施
設
の
臨
床
実
習
の
実
習
指
導
者
の
指
導
の
質
を
確
保
し
、
及
び
向
上
さ
せ
る
た
め
、
現
在
も

厚
生
労
働
省
と
公
益
財
団
法
人
医
療
研
修
推
進
財
団
と
の
共
催
で
、
毎
年
、
理
学
療
法
士
・
作
業
療
法
士
・
言
語
聴
覚
士
養

五



成
施
設
教
員
等
講
習
会
を
開
催
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
お
尋
ね
の
実
習
指
導
者
に
対
す
る
研
修
を
義
務
付
け
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
今
後
、
理
学
療
法
士
等
学
校
養
成
施
設
の
養
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
全
体
の
見
直
し
を
行
う
中
で
検
討
し
て
ま
い

り
た
い
。

二
の
四
）
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
な
方
策
に
よ
れ
ば
臨
床
実
習
を
引
き
受
け
る
実
習
施
設
の
負
担
軽
減
に
つ
な
が
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

今
後
、
理
学
療
法
士
等
学
校
養
成
施
設
の
養
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
全
体
の
見
直
し
を
行
う
中
で
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え

て
い
る
が
、
実
習
指
導
者
に
対
す
る
対
価
の
支
払
に
つ
い
て
は
、
各
理
学
療
法
士
等
学
校
養
成
施
設
に
お
い
て
対
応
さ
れ
る

べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
の
五
）
に
つ
い
て

理
学
療
法
士
等
学
生
が
臨
床
実
習
を
行
う
実
習
施
設
に
関
し
て
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
、
「
実
習
施
設
の
う
ち
少

な
く
と
も
一
か
所
は
養
成
施
設
に
近
接
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
」
及
び
「
実
習
施
設
に
は
実
習
を
行
う
う
え
に
必

要
な
機
械
器
具
を
備
え
て
い
る
こ
と
」
と
示
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
す
実
習
施
設
は
、
指
定
規
則
第
二
条
第
一

項
第
十
号
に
定
め
る
施
設
に
該
当
す
る
と
考
え
て
い
る
。
一
方
で
、
「
看
護
師
等
養
成
所
の
運
営
に
関
す
る
指
導
ガ
イ
ド
ラ

六



イ
ン
」（
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
付
け
医
政
発
〇
三
三
一
第
二
十
一
号
厚
生
労
働
省
医
政
局
長
通
知
）
に
お
い
て
は
、

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
二
十
一
条
第
三
号
の
看
護
師
養
成
所
の
学
生
又
は
生
徒

が
臨
地
実
習
を
行
う
実
習
施
設
と
し
て
必
要
な
人
事
配
置
、
記
録
等
の
要
件
を
定
め
て
い
る
が
、
理
学
療
法
士
等
学
生
が
臨

床
実
習
を
行
う
実
習
施
設
に
関
し
て
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
要
件
は
示
し
て
い
な
い
。
御
指

摘
を
踏
ま
え
、
理
学
療
法
士
等
学
生
が
臨
床
実
習
を
行
う
実
習
施
設
の
要
件
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
理
学
療
法
士

等
学
校
養
成
施
設
の
養
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
全
体
の
見
直
し
を
行
う
中
で
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

二
の
六
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
実
態
」
の
詳
細
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

理
学
療
法
士
等
学
生
が
臨
床
実
習
を
行
う
実
習
施
設
の
要
件
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
理
学
療
法
士
等
学
校
養
成
施

設
の
養
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
全
体
の
見
直
し
を
行
う
中
で
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

二
の
七
）
及
び
八
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
理
学
療
法
士
等
学
校
養
成
施
設
の
養
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
全
体
の
見
直
し
を
行
う
中
で
、
そ

の
実
態
の
把
握
を
含
め
、
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

七



二
の
九
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
要
望
書
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
に
当
時
の
全
国
私
立
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
学
校
協
会
、
社
団
法
人
日

本
理
学
療
法
士
協
会
及
び
社
団
法
人
日
本
作
業
療
法
士
協
会
（
以
下
「
関
係
団
体
」
と
い
う
。
）
か
ら
厚
生
労
働
省
に
対
し

て
提
出
さ
れ
た
後
、
関
係
団
体
と
の
間
で
要
望
の
背
景
に
あ
る
事
実
や
要
望
の
詳
細
等
に
つ
い
て
定
期
的
に
意
見
交
換
を
行

っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
理
学
療
法
士
等
学
校
養
成
施
設
に
お
け
る
専
任
教
員
の
基
準
の
見
直
し
に
つ

い
て
は
、
今
後
、
理
学
療
法
士
等
学
校
養
成
施
設
の
養
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
全
体
の
見
直
し
を
行
う
中
で
検
討
し
て
ま
い
り
た

い
。

二
の
十
）
及
び
十
一
）
に
つ
い
て

今
後
行
う
予
定
の
理
学
療
法
士
等
学
校
養
成
施
設
の
養
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
全
体
の
見
直
し
は
、
検
討
会
を
開
催
し
、
理
学

療
法
士
等
学
校
養
成
施
設
の
指
定
基
準
等
の
見
直
し
等
を
行
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は

今
後
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。
ま
た
、
検
討
会
の
開
催
に
当
た
っ
て
は
、
公
開
で
行
う
こ
と
を
原
則
と
し
、
指
定
規
則
の
改

正
を
行
う
場
合
に
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
検
討
過
程
の
透
明
性
の
確
保
に
努
め
て
ま
い
り
た

い
。

八



三
の
一
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
法
令
の
整
備
を
怠
っ
た
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
理
学
療
法
士
等
学
校
養
成
施
設
の

教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
理
学
療
法
士
等
学
校
養
成
施
設
の
養
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
全
体
の
見
直
し
を
行
う
中
で

検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。
ま
た
、
理
学
療
法
士
等
の
需
給
の
見
通
し
及
び
確
保
の
た
め
の
対
策
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
平
成

二
十
七
年
十
二
月
に
厚
生
労
働
省
に
設
置
さ
れ
た
「
医
療
従
事
者
の
需
給
に
関
す
る
検
討
会
理
学
療
法
士
・
作
業
療
法
士
需

給
分
科
会
」
に
お
い
て
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
の
二
）
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
理
学
療
法
士
等
学
校
養
成
施
設
に
お
け
る
「
専
任
教
員
」
は
、
専
ら
当
該
理
学
療
法
士
等
学

校
養
成
施
設
に
お
い
て
理
学
療
法
士
等
学
生
に
対
す
る
教
育
等
に
従
事
す
る
者
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
用
い
て
い
る
。

三
の
三
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
前
回
答
弁
書
三
の
三
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

三
の
四
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
あ
る
よ
う
な
理
学
療
法
士
等
学
生
の
勧
誘
方
法
に
つ
い
て
は
、
個
別
に
詳
細
を
把
握
し
て
い
な
い
た
め
、
消
費

九



者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
又
は
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十

四
号
）
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
理
学
療
法
士
等
学
校
養
成
施
設
の

評
価
、
そ
の
結
果
の
公
表
及
び
情
報
の
提
供
等
の
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、
前
回
答
弁
書
三
の
四
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た

と
お
り
で
あ
る
。

一
〇


